
都市計画
区域

都市計画区域
の整備、開発

及び保全の方針
区域区分

都市再開発
の方針

住宅市街地の
開発整備の方針

小田原 議第４４８０号 議第４４８１号 議第４４８２号 議第４４８３号

南足柄 議第４４８４号 議第４４８５号 議第４４８６号 変更なし

大井 議第４４８７号 議第４４８８号 議第４４８９号 議第４４９０号

松田 議第４４９１号 議第４４９２号 議第４４９３号 変更なし

開成 議第４４９４号 議第４４９５号 － 議第４４９６号

山北 議第４４９７号 － － －

箱根 議第４４９８号 － － －

湯河原 議第４４９９号 － － －

審議事項説明資料④

第247回神奈川県都市計画審議会
令和７年８月27日
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※山北、箱根、湯河原都市計画は区域区分を定めていない非線引き都市計画区域です。

第８回線引き見直し
県西都市圏域 議案一覧



１ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 区域区分

３ 都市再開発の方針

４ 住宅市街地の開発整備の方針
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県西都市圏域 第８回線引き見直しについて



第１章 神奈川の都市計画の方針

１ 県全域における基本方針

・ 県土・都市像

・ 目標年次

・ 都市計画の目標

① 集約型都市構造の実現に向けた都市づくり

② 災害からいのちと暮らしを守る都市づくり

③ 地域の個性や魅力を生かした活力ある都市づくり

④ 循環型、脱炭素型、自然共生型の都市づくり

⑤ 広域的な視点を踏まえた都市づくり

２ 〇〇都市圏域における基本方針

・ 〇〇都市圏域 都市づくりの目標

・ 〇〇都市圏域 都市づくりの方向性

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画
区域毎

都市
圏域毎

県全域

■ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成
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〇〇都市圏域の都市イメージ

第２章 □□都市計画区域の都市計画の方針

１ 都市計画区域における都市計画の目標

・ 都市計画区域の都市づくりの目標

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

・ 人口の推計、産業の規模

３ 主要な都市計画の決定の方針

・ 土地利用、都市施設の整備、

市街地開発事業、自然的環境の整備又は保全

に関する主要な都市計画の決定の方針

４ 都市防災に関する都市計画の決定の方針

・ 地震対策、津波対策等の都市防災のための施策

□□都市計画区域の整備、開発及び保全の方針附図



小田原

南足柄

湯河原

箱根

都市計画区域の範囲

行政区域の全域
行政区域の一部（松田・山北）

都市計画区域（８都市計画区域）

小田原、南足柄、大井(大井町・中井町)、松田、
開成、山北、箱根、湯河原(湯河原町・真鶴町)

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 県西都市圏域における基本方針

県西都市圏域－都市づくりの方向性－

県西都市圏域の都市づくりの目標

歴史と自然につつまれ観光と交流によるにぎわいのある都市づくり
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県西都市圏域

山北

大井

松田

開成



第２章 □□都市計画区域の都市計画の方針

１ 都市計画区域における都市計画の目標

・ 都市計画区域の都市づくりの目標

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

・ 人口の推計、産業の規模

３ 主要な都市計画の決定の方針

・ 土地利用、都市施設の整備、

市街地開発事業、自然的環境の整備又は保全

に関する主要な都市計画の決定の方針

４ 都市防災に関する都市計画の決定の方針

・ 地震対策、津波対策等の都市防災のための施策

□□都市計画区域の整備、開発及び保全の方針附図

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成
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〇〇都市圏域の都市イメージ

都市
圏域毎

県全域

第１章 神奈川の都市計画の方針

１ 県全域における基本方針

・ 県土・都市像

・ 目標年次

・ 都市計画の目標

① 集約型都市構造の実現に向けた都市づくり

② 災害からいのちと暮らしを守る都市づくり

③ 地域の個性や魅力を生かした活力ある都市づくり

④ 循環型、脱炭素型、自然共生型の都市づくり

⑤ 広域的な視点を踏まえた都市づくり

２ 〇〇都市圏域における基本方針

・ 〇〇都市圏域 都市づくりの目標

・ 〇〇都市圏域 都市づくりの方向性

都市計画
区域毎



区域区分の有無

小田原、南足柄、大井、松田、開成都市計画は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯

に指定されていることから、都市計画法第７条第１項第１号イの規定に基づき、区域区

分を定める。

■ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針（主な記載内容）
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県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

南足柄

小田原

箱根

松田

山北

開成 大井

湯河原

凡 例

近郊整備地帯（都市計画区域内）



区域区分の有無

山北、箱根、湯河原都市計画は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていな

いことから、３つの視点により判断し、区域区分を定めない。

■ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針（主な記載内容）
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県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

箱根都市計画

①市街地の拡大の可能性

・人口、産業規模は、今後の大きな増加が見込まれないため、市街地周辺の土地を大量

に都市的土地利用に転換せざるを得ない状況が生じる可能性は低い。

②良好な環境を有する市街地の形成

・地形的制約などから既存の市街地は一定の集約性があり、公共施設も比較的整備され

ていることから、区域区分により都市的土地利用の拡散を制限する必要性は低い。

③緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮

・本区域のほぼ全域が国立公園に指定され、これに沿った保全策がとられており、区域

区分による積極的な保全の必要性は低い。

区域区分を定めない



都市計画区域 令和２年 令和１７年

小田原 約 189千人 おおむね 163千人

南足柄 約 41千人 おおむね 36千人

大井 約 26千人 おおむね 22千人

松田 約 9千人 おおむね 7千人

開成 約 18千人 おおむね 17.5千人
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■ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針（主な記載内容）

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

区域区分の方針 人口の推計



都市圏域 区分 令和２年 令和１７年

県西
都市圏域

工業出荷額 約 9,729億円 おおむね 11,343億円

流通業務用地 約 235.3ha おおむね 279.4ha

産業の規模

9

■ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針（主な記載内容）

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

区域区分の方針



10

都市計画区域 区分 令和２年 令和１７年

小田原
工業出荷額 約 5,714億円 おおむね 6,712億円

流通業務用地 約 118.0ha おおむね 140.2ha

南足柄
工業出荷額 約 2,096億円 おおむね 2,524億円

流通業務用地 約 24.3ha おおむね 28.8ha

大井
工業出荷額 約 898億円 おおむね 1,019億円

流通業務用地 約 39.4ha おおむね 46.8ha

松田
工業出荷額 約 93億円 おおむね 113億円

流通業務用地 約 6.5ha おおむね 7.7ha

開成
工業出荷額 約 342億円 おおむね 389億円

流通業務用地 約 6.6ha おおむね 7.8ha

産業の規模（都市計画区域）

■ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針（主な記載内容）

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

区域区分の方針



土地利用

【広域中心拠点（小田原駅周辺）】

・県西部地域の広域拠点にふさわしい商業・業務・医療・福祉・文化機能の集積に加え、土

地の高度利用や市街地空間の再整備により街なか居住を促進し、にぎわいと活気あふれる

中心市街地の形成を図る。小田原城跡など歴史的・文化的資源を保全・活用し、回遊性の

向上を図り、市民や来訪者にとって魅力ある市街地の形成と交流による活性化を図る。

・災害リスクの評価・分析の結果、災害ハザードエリアにおいて、今後も都市的土地利用を

行う必要がある区域は、地域の実情に応じて、ハードやソフトの防災･減災対策を通じて

災害リスクの低減を図る。

・災害レッドゾーンについては、都市的土地利用を行わないことを基本的な考え方とする。

また、市街化調整区域に接する市街化区域内において、災害レッドゾーンが含まれ、かつ、

計画的な市街地整備の予定がない土地は、逆線引きに向けた検討を行う。

小田原都市計画：主要用途の配置の方針（商業・業務地）

全区域：災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針（新規追加）
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県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 主要な都市計画の決定の方針（主な記載内容）



都市計画区域 新市街地ゾーン（保留区域）
保留人口
フレーム

小田原 川東北部 －

南足柄 東部 －

開成
南部

南部西地域

1,400人

産業フレームについては、都市圏域毎に保留しています。

住居系 １箇所

産業系 ３箇所

合計 ４箇所

新市街地ゾーン（保留区域）
を設定する都市計画区域

－新市街地ゾーン（保留区域）－

12

市街化調整区域の土地利用の方針[新市街地ゾーン（保留区域）]

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

土地利用

■ 主要な都市計画の決定の方針（主な記載内容）

南足柄

小田原

開成



都市計画を定める施設、着手予定、整備中及び供用する施設を含む

都市計画区域 施設の種類 名称

小田原 主要幹線道路 ３・３・２穴部国府津線

小田原

湯河原

自動車専用道路
伊豆湘南道路
（神奈川と静岡の県境をまたぐ道路）

山北 自動車専用道路
１・２・１第二東名自動車道
(仮称)山北スマートインターチェンジ

都市施設の整備
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主要な施設の整備目標

・おおむね10年以内に整備することを予定する主要な施設

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 主要な都市計画の決定の方針（主な記載内容）



都市計画区域 事業の種類 名称

大井 土地区画整理事業 秦野中井インターチェンジ南地区

松田 市街地再開発事業 松田駅・新松田駅周辺地区
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市街地整備の目標

着手予定、施行中及び完成を予定する事業を含む

・おおむね10年以内に実施することを予定している主要な事業

市街地開発事業

県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 主要な都市計画の決定の方針（主な記載内容）



自然的環境の整備又は保全

・首都圏にもっとも近い国立公園の町として、緑豊かな美しいまちづくりを推進していく

ために、長期的な視野に立ち、地球温暖化など地球規模での環境問題に先進的に取り組

むとともに、都市計画区域全体の緑地の総合的な整備または保全について、系統的な配

置を図る。

小田原都市計画：自然環境の整備・保全の方針

箱根都市計画：緑地・オープンスペース等の整備・保全の方針
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県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 主要な都市計画の決定の方針（主な記載内容）

・酒匂川については、多くの魚・生き物が生息し、水遊びができる川を理想に、環境保全

活動を進める。また、酒匂川の河川敷は、スポーツ広場やサイクリング場として、市民

に親しまれる水辺空間としての活用を図る。



・大規模な地震災害や最大クラスの津波災害などへの備えとして、復興まちづくりの事

前の準備を推進する。（追記）

小田原都市計画：地震対策

全区域：基本方針

・地震による被害を未然に防ぐ、あるいは最小限とするために、個々の建築物やライ

フラインの耐震性を確保するほか、緊急輸送路における沿道建築物の不燃化の促進

や無電柱化等、震災に強い都市構造を形成する。
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県西都市圏域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

■ 都市防災に関する都市計画の決定の方針（主な記載内容）

基本方針等



県西都市圏域 第８回線引き見直しについて

１ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 区域区分

３ 都市再開発の方針

４ 住宅市街地の開発整備の方針
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都市計画区域 小田原 大井

編入の類型 箇所数 面積 箇所数 面積

人口集中地区（DID） － － － －

公有水面埋立 － － － －

道路整備や河川改修に伴う境界位置の変更等

（事務的変更）
１箇所 0.01 ha ２箇所 0.04 ha

合 計 １箇所 0.01 ha ２箇所 0.04 ha

都市計画区域 小田原 大井

編入の類型 箇所数 面積 箇所数 面積

緑地保全（山林、農地） ３箇所 0.26 ha － －

災害レッドゾーン － － － －

道路整備や河川改修に伴う境界位置の変更等

（事務的変更）
１箇所 0.01 ha １箇所 0.09 ha

合 計 ４箇所 0.27 ha １箇所 0.09 ha

■ 区域区分の変更概要

県西都市圏域 区域区分

市街化調整区域への即時編入（逆線引き）

市街化区域への即時編入

18南足柄、松田、開成都市計画については、新たに編入する区域はありません。



■ 区域区分の主な変更箇所（小田原都市計画(風祭地区)：緑地保全）

19
この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号
この図面は、小田原市との協議を経て、小田原都市計画決定データを使用して作成したものです。

風祭地区 面積 ０.０３ha

市街化区域 → 市街化調整区域

地番界

小野小野

市街化調整区域

市街化区域

当分の間営農が継続さ
れることが確実である
農地

市街化調整区域編入

凡 例

変 更 後

変 更 前

町丁目・大字界

小 字 界

県西都市圏域 区域区分

市街化区域市街化調整区域

地番界

地番界



都市計画区域 種類
面積

増減内訳
新 旧

小田原

市街化区域 2,822 ha 2,822 ha △0.26 ha

市街化調整区域 8,538 ha 8,558 ha △19.7 ha※

都市計画区域 11,360 ha 11,380 ha △20.0 ha※

大井

市街化区域 581 ha 581 ha △0.05 ha

市街化調整区域 2,856 ha 2,856 ha +0.05 ha

都市計画区域 3,347 ha 3,437 ha

※小田原都市計画における増減内訳は、国土地理院における面積精査によるものを含む。

県西都市圏域 区域区分

■ 新旧対照表（面積増減）
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県西都市圏域 第８回線引き見直しについて

１ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 区域区分

３ 都市再開発の方針

４ 住宅市街地の開発整備の方針

21



都市計画
区域

種別 地区数 面積 主な変更内容

小田原
二項再開発

促進地区
1地区 → 0地区 約1.2ha → 0ha

削除：小田原駅東口お城通り地区

（事業完了）

都市再開発の方針
計画的な再開発が必要な市街地（一号市街地）のうち、

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区（二項再開発促進地区）など

県西都市圏域 都市再開発の方針

■ 一号市街地・二項再開発促進地区の変更概要

22

県西都市圏域において、一号市街地の変更はありません。



県西都市圏域 都市再開発の方針

■ 二項再開発促進地区の変更箇所

小田原都市計画(小田原駅東口お城通り地区)：削除 （変更理由）

再開発事業が完了し、都市機能の充実が図られ
たため

23

面積：約1.2ha
凡 例

二項再開発促進地区の区域

出典：GoogleEarth(撮影年：令和４年)出典：国土地理院 地図・空中写真・地理調査（撮影年：平成19年）

小田原駅小田原駅



県西都市圏域 第８回線引き見直しについて

１ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 区域区分

３ 都市再開発の方針

４ 住宅市街地の開発整備の方針

24



都市計画区域 地区数 面積 主な変更内容

大井 1地区 → 0地区 約15.6ha → 0ha 削除：大井中央地区(事業完了)

開成 1地区 → 0地区 約24.8ha → 0ha 削除：南部地区(事業完了)

住宅市街地の開発整備の方針
住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべき都市計画区域
のうち、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備等すべき地区（重点地区）など

県西都市圏域 住宅市街地の開発整備の方針

小田原都市計画については、重点地区はありません。

25

■ 重点地区の変更概要



（変更理由）

大井中央土地区画整理事業により、住宅市街地の整備が
完了したため

大井都市計画(大井中央地区)：削除

■ 重点地区の主な変更箇所

26

面積：約15.6ha
凡 例

重点地区の区域

出典：国土地理院 地図・空中写真・地理調査（撮影年：平成30年） 出典：GoogleEarth（撮影年：令和４年）

県西都市圏域 住宅市街地の開発整備の方針



各市町 都市計画審議会

可決の答申

県西都市圏域 第８回線引き見直しについて

■ 市町決定の関連案件一覧

27

都市計画区域 用途地域 高度地区 下水道

小田原 〇 〇 〇

南足柄 〇 － －

大井
（大井町）

－ － －

大井
（中井町）

〇 － －

松田 － － －

開成 － － －

山北 － － －

箱根 － － －

湯河原 － － －



都市計画案の縦覧 ・ 意見書の受付

令和７年５月１３日 ～同月２７日

都市計画
区域

都市計画区域
の整備、開発

及び保全の方針
区域区分

都市再開発
の方針

住宅市街地の
開発整備の方針

小田原 議第４４８０号 議第４４８１号
議第４４８２号
意見書の提出あり

議第４４８３号

南足柄
議第４４８４号
意見書の提出あり

議第４４８５号 議第４４８６号 変更なし

大井 議第４４８７号 議第４４８８号 議第４４８９号 議第４４９０号

松田 議第４４９１号 議第４４９２号 議第４４９３号 変更なし

開成 議第４４９４号 議第４４９５号 － 議第４４９６号

山北 議第４４９７号 － － －

箱根
議第４４９８号
意見書の提出あり

－ － －

湯河原 議第４４９９号 － － －

意見書の提出あり

県西都市圏域 第８回線引き見直しについて

28

■ 縦覧等の手続き



通数 人数

賛成 － －

反対 １通 １人

その他 １通 １人

合計 ２通 ２人

・ 小田原都市計画 都市再開発の方針の変更

意見の区分及び類型 意見の内容 人数

反対（Ａ） 一号市街地（小田原駅周辺地区）について １人

その他（Ｂ) 小田原駅西口地区の再開発について １人

29

■ 意見書の対象

■ 意見書の分類

■ 意見書数

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解
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■ 反対（Ａ）一号市街地（小田原駅周辺地区）について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

小田原市

南足柄市

小田原駅
反対(Ａ)
一号市街地

小田原市 位置図

小田原市

凡例

鉄道

行政界

自動車専用道路

国道

県道

一号市街地

小田原市

南足柄市

箱根町

その他(Ｂ)
小田原駅西口地区

この図面は、小田原市長（承認番号都計第518-2号）及び箱根町長の承認を得て、同市町所管の都市計画基本図を使用して調整したものです。
この図面は、小田原市及び箱根町との協議を経て、同市町都市計画決定データを使用して作成したものです
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○ 小田原市では当初、一号市街地の「小田
原駅周辺地区」について「小田原駅西口地
区において、広場機能の拡充と市街地再開
発との一体的な整備が検討されており、隣
接する周辺地区においても広域中心拠点と
しての機能強化や魅力ある市街地形成、道
路や公園等の基盤整備による防災性の向上
などに取り組む必要がある。また、少年院
跡地については、今後、大規模な土地利用
転換が想定される事から、これらの地区を
含めた区域に拡大する」との方針を示して
いた。

○ しかし、周辺住民からの一号市街地拡大
反対の署名が提出されたことや、前市長が
提唱していた少年院跡地におけるゼロカー
ボン・デジタルタウン創造事業が見直され
ることになったことを受け、市は、小田原
駅周辺地区における一号市街地の拡大を見
送る市原案を県に申し出た。

○ 対象地区は戦後の住宅密集地がそのまま
残り、道路のほとんどが狭隘道路で、建替
が困難又は建替が認められない住宅が多数
存在し、旧宅地造成工事規制区域を含むな
ど災害時のリスクもあり防災性の向上に取
り組む必要性から、一号市街地に編入する
方針が示されていた。

意見書の要旨 【参考】

■ 反対（Ａ）一号市街地（小田原駅周辺地区）について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

小田原駅

この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号
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○ 都市づくりの目標の1番に「いのちを大切
にする小田原」を掲げるのであれば、当初
の予定通り一号市街地に編入して整備計画
を立てるべきである。

○ 昨年の都市計画説明会の直近に当該地区
で民間事業者による開発計画が持ち上がり、
先行きの見えない状況下で開発計画による
立ち退きと一号市街地の拡大を混同して、
一号市街地拡大に反対する署名が提出され
た。

○ 本来は当該開発計画に対する反対署名で
あるべきものが一号市街地拡大に対する反
対署名にすり替わったが、これは誤った認
識であり、かなり飛躍しており、この反対
署名に配慮して一号市街地拡大を見送るべ
きではない。

○ 当該地区は行政が関わらなくても民間か
ら開発計画が持ち上がる事は避けられず、
本来はこのような事態が起こり得るからこ
そ将来的な計画を行政が早い段階から関
わって進める必要がある。

○ 市の少年院跡地利用計画は白紙になった
が、いずれ売却されて大規模な土地利用転
換がはかられる事に変わりなく、計画的な
整備が求められる。

意見書の要旨 【参考】

■ 反対（Ａ）一号市街地（小田原駅周辺地区）について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

小田原駅

この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号
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○ 昨年６月の市民説明会で配布された資料
には、当初方針が記載された下部に「一号
市街地の拡大に反対する署名が市民から提
出された」との添え書きがあったが、それ
が理由であるかどうかを含め明確な理由が
開示されないまま、方針転換され、県に対
し拡大を見送る市原案の申し出がなされた。
これは、都市計画を決定していく過程とし
て重大な瑕疵であり、問題である。

○ 市は「現在、生活している方々の意見に
配慮する必要がある」としているが、それ
まで法令に基づいて積み重ねた議論にも耳
を傾けなければダブルスタンダードになる。

○ 神奈川県には当初の予定通り一号市街地
を拡大して当該地区の将来像について地元
住民の意見に配慮しながら計画的に議論を
進める事を求める。

意見書の要旨 【参考】

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

■ 反対（Ａ）一号市街地（小田原駅周辺地区）について

少年院跡地

小田原市

凡例

拡大を検討していた区域

既存の一号市街地の区域

小田原駅

この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号
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意見書の要旨（抜粋） 都市計画決定権者の見解

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周
辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)
で、特に重点的に機能の更新あるいは高度
利用の必要のある一体の市街地の区域」と
して一号市街地に位置付けています。

都市再開発の方針は、市から案の申出を
受けて、県が定めるものであり、第８回線
引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、
第７回線引き見直しと同じ区域とする内容
で、市から案の申出を受けています。

市からは、案の申出にあたって、小田原
市都市計画審議会、小田原市議会及び住民
説明会を経て、都市計画の案の内容を作成
していると聞いています。

少年院跡地を含む西口周辺については、
今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁
寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対
応を検討していくと市から聞いています。

■ 反対（Ａ）一号市街地（小田原駅周辺地区）について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

○ 小田原市では当初、一号市街地の「小田
原駅周辺地区」について「隣接する周辺地
区においても広域中心拠点としての機能強
化や魅力ある市街地形成、道路や公園等の
基盤整備による防災性の向上などに取り組
む必要がある。また、少年院跡地について
は、今後、大規模な土地利用転換が想定さ
れる事から、これらの地区を含めた区域に
拡大する」との方針を示していた。

○ しかし、周辺住民からの一号市街地拡大
反対の署名が提出されたことや、少年院跡
地における事業が見直されることになった
ことを受け、市は、一号市街地の拡大を見
送る市原案を県に申し出た。

○ 県には当初の予定通り一号市街地を拡大
して当該地区の将来像について地元住民の
意見に配慮しながら計画的に議論を進める
事を求める。
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○ 小田原駅西口地区約6.2haについては策定
された「小田原駅西口地区基本構想」に
沿って整備が進められるものと考える。同
地区には住宅があり高齢の方も住まわれて
いるため、このことを十分考慮すべきであ
る。

○ 「小田原は歴史ある城下町であり海や山
があり温暖な気候で少しのんびりとした良
さがありこれらは小田原の財産である。高
層ビルを建てるだけでなく小田原ののんび
りとした風土を消さないようにする方法を
よく検討してほしい」との公述があったが
その通りだと考える。

○ 再開発手法等の導入により高度利用を促
進する等あるが全国各地で建設費高騰によ
り計画が見直しとなる等、状況は決して良
くない。今後も市民と十分な議論と合意形
成を求める。

意見書の要旨 【参考】

■ その他（Ｂ）小田原駅西口地区の再開発について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

凡例

小田原駅西口地区基本構想対象区域（面積：約1.3ha)

小田原駅西口地区（要整備地区）（面積：約6.2ha)

小田原駅

小田原駅西口広場

この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号
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○ 小田原駅西口地区約6.2haについては策定
された「小田原駅西口地区基本構想」に
沿って整備が進められるものと考える。同
地区には住宅があり高齢の方も住まわれて
いるため、このことを十分考慮すべきであ
る。

○ 再開発手法等の導入により高度利用を促
進する等あるが全国各地で建設費高騰によ
り計画が見直しとなる等、状況は決して良
くない。今後も市民と十分な議論と合意形
成を求める。

意見書の要旨（抜粋） 都市計画決定権者の見解

■ その他（Ｂ）小田原駅西口地区の再開発について

小田原都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周
辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)
で、特に重点的に機能の更新あるいは高度
利用の必要のある一体の市街地の区域」と
して一号市街地に位置付けています。

さらに、一号市街地のうち、特に早急に
再開発を行うことが望ましい地区として、
小田原駅西口地区を要整備地区に位置付け
ています。

小田原駅西口地区の一部と小田原駅西口
広場は、市が令和６年３月に小田原駅西口
地区基本構想を策定しており、「社会の変
化に対応するとともに、地区の未来を見据
え、再開発による広場と建物の一体的な整
備を行うことで、居住者や駅利用者、誰も
が快適な都市空間の創造を目指す」とされ
ています。

再開発にあたっては、関係権利者を含め
た市民の御意見を丁寧に聴きながら検討し
ていくと市から聞いています。小田原駅西口地区基本構想対象区域

小田原駅西口地区（要整備地区）

凡例

小田原駅

小田原駅西口広場

この図面は、小田原市長の承認を得て、小田原都市計画基本図を使用して調製したものである。都計第518-2号



通数 人数

賛成 － －

反対 １通 １人

その他 － －

合計 １通 １人

・ 南足柄都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

意見の区分及び類型 意見の内容 人数

反対（Ａ） 新市街地ゾーンについて １人

37

■ 意見書の対象

■ 意見書の分類

■ 意見書数

南足柄都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解
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■ 反対（Ａ）新市街地ゾーンについて

南足柄都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

南足柄市 位置図

開成駅

南足柄市

開
成
町

松田町

大井町

山北町

小田原市

南足柄市 開成町

新市街地ゾーン
（南足柄市）

行政界

凡例

鉄道

新市街地ゾーン

自動車専用道路

国道

県道

この図面は、小田原市長（承認番号都計第518-2号）、南足柄市長、大井町長、松田町長及び開成町長の承認を得て、同市町所管の都市計画基本図を使用して調整したものです。
この図面は、小田原市、南足柄市、大井町、松田町及び開成町との協議を経て、同市町都市計画決定データを使用して作成したものです。
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○ 案にある「東名高速道路大井松田イン
ターチェンジに近接する利便性の高い交通
環境を活用した産業形成」を削除し、現行
の「企業等の計画的誘導」に戻してほしい。

先行している壗下竹松北地区では、民間
企業が入居企業を決める形になっており、
市町による企業選択が行われていない。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針（以下「整開保」という。）」で具体的
に言及する必要があると考える。

○ 隣接する開成町住民への配慮の文言を入
れてほしい。開成町への配慮を要すること
は第243回神奈川県都市計画審議会の委員発
言からも明らかであるが、実際に市町は地
権者を除く住民説明などを一切行っておら
ず、配慮を担保する文言が必要である。

意見書の要旨 【参考】

■ 反対（Ａ）新市街地ゾーンについて

南足柄都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

新市街地ゾーン
（南足柄市）

壗下竹松北地区

南足柄市 開成町

この図面は、南足柄市長及び開成町長の承認を得て、同市町所管の都市計画基本図を使用して調整したものです。
この図面は、南足柄市及び開成町との協議を経て、同市町都市計画決定データを使用して作成したものです。
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○ 案にある「東名高速道路大井松田イン
ターチェンジに近接する利便性の高い交通
環境を活用した産業形成」を削除し、現行
の「企業等の計画的誘導」に戻してほしい。

先行している壗下竹松北地区では、民間
企業が入居企業を決める形になっており、
市町による企業選択が行われていない。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針（以下「整開保」という。）」で具体的
に言及する必要があると考える。

意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

■ 反対（Ａ）新市街地ゾーンについて

南足柄都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

○ 整開保では、集約型都市構造の実現に向け
た都市づくりを都市計画の目標の一つとして
おり、これを踏まえて、該当部分については
「市域東部においては、東名高速道路大井松
田インターチェンジに近接する利便性の高い
交通環境を有していることから、これらを活
用した産業形成を図るため、必要な産業業務
施設集積地の整備について、農林漁業との調
整を図りながら、検討を行っていく。」とし
ています。

また、整開保の新市街地ゾーンでは、それ
ぞれの地域の立地特性等を踏まえた市街地像
を示すこととしており、必要な産業業務施設
集積地の整備について記載しています。

なお、誘致する産業については南足柄市と
開成町が策定した足柄産業集積ビレッジ構想
に位置付けられており、企業誘致にあたって
は、両市町が強力に連携し、積極的な誘致活
動を展開していくものと認識しています。
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○ 隣接する開成町住民への配慮の文言を入
れてほしい。開成町への配慮を要すること
は第243回神奈川県都市計画審議会の委員発
言からも明らかであるが、実際に市町は地
権者を除く住民説明などを一切行っておら
ず、配慮を担保する文言が必要である。

意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

■ 反対（Ａ）新市街地ゾーンについて

南足柄都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

○ まちづくりの検討状況について、隣接する
地域にお住まいの方にも「ビレッジ通信」と
いう形で情報提供しており、今後、周辺住民
の方も対象とする説明会等を実施すると市か
ら聞いています。



通数 人数

賛成 － －

反対 １通 １人

その他 － －

合計 １通 １人

・ 箱根都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

意見の区分及び類型 意見の内容 人数

反対（Ａ） 国立公園普通地域における自然環境の保全について １人
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■ 意見書の対象

■ 意見書の分類

■ 意見書数

箱根都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解
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箱根都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

凡例

国道

鉄道

自然公園法
国立公園区域

自然公園法
国立公園(普通地域)

仙石原地域

強羅地域

箱根地域

湯本地域

芦ノ湖

箱根町全図

この図面は、箱根町長の承認を得て、箱根都市計画基本図を使用して調製したものです。
1/25,000国立公園区域等「富士箱根伊豆」GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、神奈川県が作成・加工したものである。(http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html)

富士箱根伊豆国立公園
（箱根町域）



44

○ 第２章 箱根都市計画区域の都市計画の
方針（２）区域区分の決定の有無において、
「本区域のほぼ全域が国立公園に指定され
ており、これに沿った保全策がとられてい
るため、区域区分による積極的な保全の必
要性は低い」となっているが、現実は今後
6000万人の海外からの誘客のための大型宿
泊施設建設により、貴重な緑や自然環境が
著しく損なわれている。普通地域にあって
も、国立公園としての自然をきちんと保全
する計画とすべきである。

意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

■ 反対（Ａ）国立公園普通地域における自然環境の保全について

箱根都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解
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○ 第２章 箱根都市計画区域の都市計画の
方針（２）区域区分の決定の有無において、
「本区域のほぼ全域が国立公園に指定され
ており、これに沿った保全策がとられてい
るため、区域区分による積極的な保全の必
要性は低い」となっているが、現実は今後
6000万人の海外からの誘客のための大型宿
泊施設建設により、貴重な緑や自然環境が
著しく損なわれている。普通地域にあって
も、国立公園としての自然をきちんと保全
する計画とすべきである。

意見書の要旨 都市計画決定権者の見解

■ 反対（Ａ）国立公園普通地域における自然環境の保全について

箱根都市計画 意見書の要旨と都市計画決定権者の見解

○ 箱根都市計画区域は、ほぼ全域が国立公
園に指定されており、環境省の富士箱根伊
豆国立公園（箱根地域）公園計画書におい
て、優れた風致景観を有する特別地域と集
落地等として開発の進んだ普通地域に区分
されています。

御意見のありました自然環境の保全につ
いて、「都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針」では、普通地域を含め「首都圏
にもっとも近い国立公園の町として、緑豊
かな美しいまちづくりを推進していくため
に、長期的な視野に立ち、地球温暖化など
地球規模での環境問題に先進的に取り組む
とともに、都市計画区域全体の緑地の総合
的な整備または保全について、系統的な配
置を図る。」としています。



審議事項説明資料④

第247回神奈川県都市計画審議会
令和７年８月27日
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都市計画
区域

都市計画区域
の整備、開発

及び保全の方針
区域区分

都市再開発
の方針

住宅市街地の
開発整備の方針

小田原 議第４４８０号 議第４４８１号 議第４４８２号 議第４４８３号

南足柄 議第４４８４号 議第４４８５号 議第４４８６号 変更なし

大井 議第４４８７号 議第４４８８号 議第４４８９号 議第４４９０号

松田 議第４４９１号 議第４４９２号 議第４４９３号 変更なし

開成 議第４４９４号 議第４４９５号 － 議第４４９６号

山北 議第４４９７号 － － －

箱根 議第４４９８号 － － －

湯河原 議第４４９９号 － － －

第８回線引き見直し
県西都市圏域 議案一覧

※山北、箱根、湯河原都市計画は区域区分を定めていない非線引き都市計画区域です。
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